
独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター研究倫理規程 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター（以下「当

院」という。）における研究の適正な推進を目的として定める。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、「職員」とは、当院において研究を行うすべての

者をいい、研修生、研究生、実習生、臨時職員等を含む。 

２ この規程に定めのない事項については、「臨床研究法」及び「人を対象と

する生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の定めるところによる。 

 

（原則） 

第３条 職員が研究を行う場合には、この規程の定めるところにより、倫理上

の問題点を整理し、解決した上でなければ、当該研究を実施してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律等の法令に別途定めがある場合には、当該法令の定め

るところにより、研究を実施することができる。 

 

（倫理指針の遵守） 

第４条 職員は、倫理指針を誠実に遵守し、個人の尊厳と人権の尊重に最大限

の注意を払い、社会の理解と協力を得て、研究を実施しなければならない。 

 

（倫理審査委員会の設置） 

第５条 院長は、倫理審査委員会を設置しなければならない。 

 

（院長による許可） 

第６条 院長は、倫理指針の定めるところにより、倫理審査委員会に審査を依

頼し、その審査の結果に従い、病院における研究の実施又は継続の許可又は

不許可を決定しなければならない。また、職員は、院長の許可を得た後でな

ければ、研究を実施してはならない。倫理審査が必要であって、審査申請の

ない研究については、委員会は院長に研究を中止させるものとする。 

 

（倫理審査委員会） 

第７条 倫理審査委員会に関する事項については、別に定める。 



 

（補足） 

第８条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に際し必要な事項は、

別に定める。 

 

 

（経過措置） 

第９条 「臨床研究法」及び「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針」の施行の際、現に廃止前の疫学研究に関する倫理指針又は臨床研究

に関する倫理指針の規定により実施中の研究については、なお従前の例による

ことができる。 

２ 「臨床研究法」及び「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針」の施行前において、現に廃止前の疫学研究に関する倫理指針又は臨床研

究に関する倫理指針の規定により実施中の研究について、研究者等及び院長が、

それぞれ、従前の指針の規定により研究を実施し又は倫理審査委員会を運営す

ることを妨げない。 

３ 本条第１項及び第２項は、本規程に定めるもののほか、別に定める倫理審

査委員会に係る規程及び手順書においても同様に適用する。 

 

附則 

（施行期日） 

この規程は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

この規定は、令和 元年 ７月２５日から施行する。 

この規程は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、令和 ３年 ６月３０日から施行する。 

この規程は、令和 ７年 １１月１日から施行する。 

 


